
※記事の問い合わせは　総務課82ー1221・企画財政課82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1226・保健衛生課82ー1777
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　　　            10月の休日当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。

   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所
を開設しますので、おでかけくださ
い。相談は無料で秘密厳守のうえ受
け付けています。�
日　時　１０月１６日（火）
　　　　午後１時～３時まで
場　所　役場１階　中会議室
問合せ　社会福祉協議会　 82-1238
　　　　役場総務課　　　 82-1221

農地を農地以外に使用する場合は許可が必要です！

　７日　こどもクリニック　いとう小児科（小児科）　　東松山市 　34-4145

　８日　たばた小児科（小児科）　　　　　　　　　　　吉見町 　　54-8822

１４日　上野医院（内科・外科・循環器・漢方内科）　　滑川町 　　56-2508

２１日　樺澤内科医院（内科・小児科・循環器・呼吸器）東松山市 　23-5813

２８日　宏仁会小川病院（内科）　　　　　　　　　　　小川町 　　73-2750

　麻薬・覚醒剤乱用防止運動（１０月１日から１１月３０日まで）を実施します

　麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物乱用は、健康を害する大変危

険なもので、自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生までも狂わ

せてしまいます。

　「ちょっとなら…。」といった甘い考えは命取りです。絶対に手を出さない

でください。

　薬物乱用は１回でも「ダメ。ゼッタイ。」

　正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの人は、

ご相談ください。

問合せ　◎東松山保健所　  ０４９３－２２－０２８０

　　　　◎埼玉県薬務課　  ０４８－８３０－３６３３

　国営武蔵丘陵森林公園「無料開園日」のご案内　
　国営武蔵丘陵森林公園では、１０/２１（日）、１１/３（土・祝）の２日間、

「無料開園日」を実施いたします。

　なお、１０月６日（土）から１１月４日（日）までの土日祝は、ライトアッ

プイルミネーションを開催し、幻想的な夜の公園が楽しめます。（中央口のみ）

無料開園日　１０月２１日（日）・１１月３日（土・祝）

開 園 時 間　９：３０～１７：００（１１月は９：３０～１６：３０）

備　　　考　駐車料金、園内バス、レンタサイクルは有料になります。

問　合　せ　国営武蔵丘陵森林公園管理センター

　　　　　　　 ０４９３－５７－２１１１

国営永武蔵丘陵森林公園　管理センター　企画担当

　　　　　　 　　  ０４９３－５７－２１１１　　

　　　　　　FAX：０４９３－５６－４９１３

　 「東松山市ウインドアンサンブル　
   　　　　　　　　　３２回目の秋の演奏会」
　「あの日聴いたメロディー」をテーマにきっと誰もが一度は聞いたことのあ

る有名な曲を中心にお届けします。曲名は知らなくても、メロディーを聞くと

思わず一緒に口ずさんだりと意外と聞き覚えのある曲は多いものです。まさに

音楽の力を感じられる演奏会になることと思います。

日　　時　１０月２８日（日）

開　　場　１３時３０分

開　　演　１４時

場　　所　東松山市民文化センター大ホール

入場無料・全席自由

主  　 催　東松山市ウインドアンサンブル

問 合 せ　大塚　 ０４９３－２４－３０４８

　　埼玉県立東松山特別支援学校

第３９回「まつぼっくり祭（文化祭）」
日　時　１０月２７日（土）
　　　　午前９時４０分～
　　　　　　　　　午後２時１０分
場　所　埼玉県東松山特別支援学校内
　　　　（東松山市大字野田1306－1）
内　容　ステージ発表
　　　　児童・生徒作品展示
　　　　ＰＴＡステージ、バザー
　　　　外部団体による販売　など
問合せ　埼玉県立東松山特別支援学校
　　　　　 ２４－２６１１

事業主の皆さんへ

～労働保険のお知らせ～
　労働保険料（労災保険・雇用保険）
の第２期分の納期限は１０月３１日で
す。
　納付書につきましては、納期限の
１０日前頃に、該当事業所に郵送します。
　また、保険料納付については口座振
替が便利です。申し込み手続について
は厚生労働省もしくは埼玉労働局のホ
ームページをご覧ください。
問合せ　埼玉労働局労働保険徴収課
　　　　　   ０４８－６００－６２０３
　　　　FAX０４８－６００－６２２３

　不正軽油とは、県の税金である軽油
引取税の脱税を目的として、軽油に灯
油や重油などを混ぜた燃料や、自動車
の燃料として使用される灯油や重油の
ことをいいます。
　不正軽油の製造・販売・使用は悪質
な脱税行為であるばかりでなく、大気
汚染等環境や健康にも重大な影響を与
えることから、埼玉県では不正軽油の
撲滅対策を推進しています。
　「大量の排気ガスを出して走行して
いた」等、不正軽油に関する情報をお
持ちの方は御連絡ください。
（お問い合わせ先）
埼玉県庁総務部税務課課税担当　
　　　　 ０４８－８３０－２６６５
　　FAX ０４８－８３０－４７３７

10月は不正軽油撲滅対策強化月間です！！


